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『
公
請
表
白
』

｜
｜
安
元
以
前
｜
｜

か
ら
見
る
安
居
院
澄
憲

. 
「
玉
葉
』

矢
口

郁
子

は
じ
め
に

安
居
院
澄
憲
に
つ
い
て
は
、
『
古
今
著
聞
集
』
『
平
家
物
語
』
『
源
平
盛
衰
記
』
等
に
お
け
る
説
話
的
人
物
像
が
印
象
的
で
あ
る
。
ま
た
、

『
澄
憲
作
文
集
』
『
転
法
輪
紗
』
等
と
『
平
家
物
語
』
の
文
言
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
よ
り
、
彼
の
唱
導
は
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
唱
導

の
空
間
・
実
態
に
興
味
が
向
け
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
中
世
寺
院
に
伝
領
さ
れ
僧
侶
が
携
え
て
い
た
書
物
が
紹
介
さ
れ
る
と
と
も
に
、唱
導
に
用

い
ら
れ
た
因
縁
類
と
説
話
世
界
と
の
密
接
な
関
係
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
て
い
る
。

一
方
澄
憲
の
「
表
白
」
に
つ
い
て
だ
が
、
早
く
多
賀
宗
隼
氏
は
「
転
法
輪
紗
』
を
論
じ
て
「
こ
こ
に
集
め
ら
れ
た
表
白
が
、

一
般
に
、
極

め
て
具
体
的
な
内
容
を
も
つ
こ
と
、
願
文
や
表
白
の
と
か
く
傾
き
が
ち
な
一
般
的
・
抽
象
的
表
現
に
終
始
し
て
い
な
い
こ
と
が
凡
そ
察
せ
ら

(1
) 

れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
、
彼
の
「
表
白
」
の
具
体
性
を
評
し
た
。

「
表
白
」
が
指
す
詞
章
の
範
囲
・
性
質
に
つ
い
て
は
、そ
の
後
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
仏
事
法
会
に
お
け
る
不
可
欠
な
基
本
構
成
は
、

(345) -24-



(3
) 

表
白
・
経
釈
・
施
主
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

澄
憲
の
「
仏
釈
・
経
釈
」
「
施
主
段
」
を
、
抄
出
す
る
こ
と
無
く
細
部
ま
で
反
映
さ
せ

て
い
る
資
料
に
「
安
極
玉
泉
集
』
が
あ
る
。
牧
野
淳
司
氏
に
よ
っ
て
、
説
法
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
同
時
に
種
々
の
「
唱
導
」
の
書

(4
) 

物
が
収
録
す
る
詞
章
を
相
対
的
に
見
る
視
点
が
も
た
ら
さ
れ
た
、
説
話
世
界
や
「
表
白
集
」
と
題
さ
れ
る
書
物
に
お
い
て
「
表
白
」
「
表
白

詞
」
と
し
て
収
録
さ
れ
た
も
の
で
も
、
法
会
次
第
に
則
る
と
「
説
法
」
の
一
部
、
「
施
主
段
」
の
一
部
に
相
当
す
る
場
合
が
あ
り
、
用
語
の

定
義
に
つ
い
て
は
注
意
が
促
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

き
て
、
多
賀
氏
が
そ
の
具
体
性
に
注
目
し
た
澄
憲
の
唱
導
で
あ
る
が
、そ
の
独
自
性
は
法
会
の
中
の
奈
辺
で
発
揮
さ
れ
、
如
何
な
る
点
で

評
価
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
澄
憲
の
弁
舌
の
才
に
つ
い
て
は
、
当
代
の
『
玉
葉
」
や
説
話
集
の
描
写
、
あ
る
い
は
後
代
の
「
元
亨
釈

書
』
等
の
記
述
か
ら
「
富
楼
那
の
如
し
」
「
説
法
珍
重
」
「
当
代
の
能
説
」
の
文
言
が
引
用
さ
れ
る
向
き
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、澄憲
の
生

き
た
世
は
、
後
白
河
院
の
存
在
の
大
き
き
ゃ
平
家
の
台
頭
・
滅
亡
に
縁
取
ら
れ
、
寺
院
勢
力
の
動
向
も
大
き
く
揺
れ
動
い
た
時
代
で
あ
る
。

彼
の
唱
導
も
、
ひ
と
し
な
み
に
評
価
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
詞
章
に
お
い
て
主
張
さ
れ

そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
背
景
、
法
会
の
性
格
に
即
し
、

た
機
能
・
目
的
を
見
出
す
こ
と
が
必
要
に
な
ろ
う
。

公
請
の
仏
事
法
会
で
の
澄
憲
の
「
説
経
」
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
対
す
る
『
玉
葉
』
の
九
条
兼
実
に
よ
る
澄
憲
評
価
を
検
討

(6
) 

し
た
い
と
考
え
る
。
澄
憲
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
既
に
整
理
が
な
き
れ
て
お
り
、
ま
た
彼
の
晩
年
の
述
懐
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
所
で

(7
) 

あ
る
が
、

本
稿
で
は
、こ

こ
で
は
安
元
年
間
以
前
の
期
間
に
対
象
を
絞
り
た
い
。
治
承
・
寿
永
合
戦
の
直
前
の
世
に
お
い
て
、澄
憲
の
説
経
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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一
一、

仁
安
二
年
最
勝
講
講
師
説
経

宮
中
最
勝
講
は
、
毎
年
五
月
下
旬
五
日
間
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
、
金
光
明
最
勝
王
経
の
功
徳
に
よ
り
国
家
平
安
を
祈
る
大
法
会
で
あ

る
。
僧
衆
の
面
か
ら
見
る
と
、
証
義
・
講
師
十
人
・
問
者
十
人
が
四
大
寺
か
ら
選
ば
れ
、
そ
の
後
の
僧
綱
補
任
に
関
わ
る
点
が
重
要
で
あ
っ

た
。澄

憲
の
「
最
勝
講
講
師
表
白
」
は
『
公
請
表
白
』
に
五
篇
収
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
前
掲
注
5

大
島
薫
氏
の
論
文
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
れ
は
「
説
経
」
「
経
釈
」
と
称
す
る
の
が
妥
当
な
詞
章
で
あ
る
。
『
玉
葉
』
に
て
最
勝
講
の
次
第
を
確
認
す
る
と
、

僧
着
座
！
唄
｜
散
花
｜
打
磐
｜
勧
請
1

啓
白
｜
釈
経
（
「
説
経
」
と
称
す
る
場
合
も
）
｜
論
義
｜
打
碧i
僧
退
下

（
承
安
二
年
五
月
十
五
日

第
二
日
朝
座
、
同
三
年
五
月
二
十
五
日

第
三
日
朝
座

大
略
は
右
の
よ
う
に
な
る
。
以
下
、
「
説
経
」
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
公
請
表
白
』2
1
5

の
四
篇
は
、

そ
の
一
部
が
『
言
泉
集
』
最
勝
講
帖
に
抜
粋
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
多
少
文
言
の
異
同

が
あ
る
が
、
両
者
を
比
較
す
る
と
『
公
請
表
白
」
の
説
経
の
構
成
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
方
で
守
一
百
泉
集
』
の
抜
粋

態
度
も
明
ら
か
に
な
る
。

ま
ず
澄
憲
四
十
二
才
の
時
、
『
公
請
表
白
』
4

「
最
勝
講

仁
安
二
年

六
条
院
代
始

第
八
座
」
を
挙
げ
た
い
。
傍
線
部
は
ウ
一
百
泉
集
』

抜
粋
句
と
一
致
す
る
部
分
で
あ
る
。
尚
、
最
初
に
掲
げ
た
本
文
全
体
部
分
で
は
、
送
り
仮
名
・
返
り
点
等
は
省
略
し
た
。

『
公
請
表
白
』
本
文

斯
経
者
、
講
之
即
諸
天
善
見
在
首
上
、
宣
非
衛
国
之
大
術
哉
。
聴
之
又
王
法
正
論
留
耳
底
、
実
是
帝
道
之
軌
範
也
。
彼
日
照
高
山
之

(343) 

等
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教
、
未
述
天
子
之
要
道
、
鷺
池
鷲
嶺
之
法
、
全
闘
王
法
之
正
論
。
故
朝
家
殊
崇
此
妙
典
、
帝
者
専
帰
此
深
法
。

（
以
上
傍
線
部
は
角
川
書
店
『
安
居
院
唱
導
集
上
巻
」
お
頁
三
口
泉
集
」
最
勝
講
帖

「
講
経
惣
結
句
」
）

遠
訪
延
暦
弘
仁
之
聖
代
、
未
聞
此
党
涯
、
近
尋
昌
泰
天
徳
之
明
時
、
未
修
此
法
会
。
後
及
長
保
之
暦
、
属
休
明
之
代
。
始
未
曾
有
之
御

願
、
講
最
勝
講
妙
典
、
星
霜
雄
旧
、
道
儀
弥
新
。
所
者
是
査
中
地
也
、
俗
骨
以
無
臨
此
湖
、
入
者
皆
象
外
撰
也
、
庸
材
以
不
預
此
定
。

龍
象
摘
力
、
為
五
日
之
講
匠
、
眠
麟
並
轡
、
列
十
日
之
聴
衆
。
或
護
法
清
弁
之
後
身
、
空
有
誇
再
起
、
或
慈
恩
荊
渓
之
再
誕
、
前
後
論

重
開
。
凡
法
会
厳
重
、
講
論
之
幽
玄
、
得
而
不
可
称
者
也
。
陛
下
、
当
龍
図
初
受
、
鳳
暦
新
聞
、
法
会
荘
厳
、
殊
増
調
色
。
仏
則
満
月

之
容
、
如
出
霊
山
之
雲
、
経
又
垂
露
之
文
、
始
壁
南
嶺
之
金
。
焼
以
此
岸
之
香
、
散
以
後
薗
之
専
。
煙
昇
切
利
天
宮
、
花
遍
帝
綱
因
。

諸
天
倒
影
降
臨
、
諸
仏
分
光
来
集
。
証
明
法
会
、
納
受
御
願
。
誕
生
未
幾
、
果
当
一
千
之
聖
運
、
登
極
速
至
、
忽
備
九
五
之
尊
位
。

知
日
初
出
、
契
明
照
於
万
歳
、
如
松
始
萌
、
期
長
久
於
千
年
。
万
機
政
未
白
、
三
宝
帰
休
縞
興
、
冠
完
札
未
備
、
善
根
薫
修
且
積
。
在

機
株
中
、
合
掌
聴
開
講
経
、
以
乳
喚
歯
、
傾
頭
喝
仰
法
建
。
諸
天
含
咲
、
衆
聖
哀
感
。
護
玉
体
知
目
精
、
保
宝
位
比
磐
石
。
太
上
仙

院
、
扮
陽
県
水
送
千
秋
久
澄
、
具
茨
山
花
迎
万
春
永
開
。
板
房
之
居
、
陰
徳
克
収
、
龍
楼
之
宮
、
玉
体
永
穏
。
摂
録
臣
大
麓
運
是
久
、

三
握
勤
無
怠
、
三
千
朝
儀
涌
口
、

君
不
為
君
。
如
姫
旦

七
十
夕
見
在
眼
。
代
天
治
民
者
人
君
也
、
引
君
随
天
者
人
臣
也
。
臣
不
為
臣
、

輔
成
王
臨
朝
、
同
虞
舜
代
実
帝
摂
政
。
都
三
台
星
光
常
明
、
九
腺
露
色
鎮
鮮
。
文
官
武
官
、
松
竹
節
無
権
、
畿
内
畿
外
、
豊
鏡
楽
不

彊
。
乃
至
鉄
園
大
鉄
圏
、
皆
遊
四
悉
壇
之
風
、
悲
想
々
想
、
同
翫
三
菩
提
之
月
。
御
願
旨
趣
、
大
略
如
此
。

以
上
傍
線
部
は
同
お
頁
最
勝
講
帖

「
廻
向
詞
」

『
言
泉
集
」
四
之
二
帖
（
最
勝
講
帖
の
内
）

四
例
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
が
本
説
経
か
ら
抜
粋
し
た

の
「
惣
結
句
」
は
、

形
を
示
す
。
「
斯
経
」
、つ
ま
り
金
光
最
勝
王
経
が
、
こ
れ
を
講
ず
れ
ば
諸
善
神
が
現
れ
て
擁
護
を
垂
れ
、
こ
れ
を
聴
け
ば
王
法
の
正
論
が
明 27-(342) 



ら
か
に
な
る
故
に
、
朝
家
・
王
家
と
関
係
深
い
経
典
で
あ
る
由
を
述
べ
る
。
そ
の
点
に
於
い
て
は
「
日
照
高
山
」
即
ち
華
厳
経
、
「
鷺
池
鷲

嶺
」
即
ち
大
般
若
経
・
法
華
経
も
及
ば
な
い
、
と
い
う
。
続
い
て
宮
中
最
勝
講
の
由
来
が
述
べ
ら
れ
、
「
所
者
是
壷
中
地
也
」
以
下
、
願
、
王

で
あ
る
「
陛
下
」
と
本
法
会
の
関
わ
り
、
天
皇
の
在
位
の
永
遠
祈
願
が
綴
ら
れ
る
の
は
所
謂
「
施
主
段
」
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
ろ
う
。
仙

院
・
臣
下
の
長
久
な
る
こ
と
、
国
土
安
泰
に
ま
で
祈
願
が
及
び
、
末
尾
は
、
九
山
の
外
側
に
あ
る
鉄
岡
山
・
大
鉄
囲
山
に
ま
で
四
つ
の
説
法

（
四
悉
壇
）
の
風
が
届
き
、
あ
と
僅
か
で
無
想
に
至
る
非
想
・
非
々
想
天
に
ま
で
、
平
等
な
真
理
の
月
光
が
賛
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
廻
向
の

文
言
で
締
め
括
ら
れ
る
。

づ
一
＝
口
泉
集
』
四
帖
之
三
（
最
勝
講
帖
の
内
）
「
廻
向
詞
」
は
、
か
な
り
省
略
さ
れ
た
形
だ
が
、
「
御
願
趣
者
」
「
夫
日
本
国
者
」
等
の
句
で
始

ま
る
、
願
主
天
皇
に
つ
い
て
述
べ
る
詞
章
数
例
を
収
め
て
い
る
。
最
勝
講
に
お
け
る
典
型
的
な
表
現
を
抜
粋
す
る
一
方
、
「
万
機
ノ
政
未

け
レ
｝
モ
白
ラ
、
三
宝
／
帰
休
縞
ニ
興
ル
、
冠
完
ノ
礼
未
げ
モ
備
、
善
根
ノ
薫
修
且
積
ル
」
（
自
ら
政
務
を
行
わ
ず
一
克
服
も
迎
え
て
い
な
い
が
三
宝
に
帰

童
帝

と
い
う
対
句
を
抜
粋
し
、
「
今
上
陛
下
」
、

依
し
善
根
を
積
み
、
そ
れ
に
諸
天
聖
衆
も
感
応
し
て
い
る
）

つ
ま
り
天
皇
幼
少
の
場
合
の
例
と
す

る
態
度
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
仁
安
一
一
（
一
二
ハ
七
）
年
最
勝
講
時
、
六
条
天
皇
は
即
位
二
年
目
の
わ
ず
か
四
歳
で
あ
っ
た
。
『
公
請
表
白
』
本
文
を
見
る
と
、

「
在7
ン
テ
機
裸
ノ
中
一
一
、
合
レ
掌
ヲ
聴
聞
御
ン
講
経
寸
、
以
一

J乳
唄
ノ
歯
吐
ヲ
、
傾
－
け
頭
ヲ
喝
仰
ン
御
ス
法
定
ご
と
、
よ
り
具
体
的
に
天
皇
の
幼
き
を
述

べ
、
仏
事
結
縁
の
有
り
難
き
を
一
層
浮
き
彫
り
に
し
た
部
分
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
部
分
こ
そ
、
当
座
に
お
い
て
は
臨
場
感
を
持
ち
、

座
の
同
情
を
促
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

ま
た
「
摂
録
／
臣
ノ
大
麓
ノ
運
是
久
ク
、
三
握
ノ
勤
メ
無
レ
怠
コ
ト
」
と
、
摂
政
に
つ
い
て
姫
旦

（
周
公
と
虞
舜
を
引
用
し
て
君
臣
一
体
を
説

く
部
分
で
あ
る
が
、
「
三
千
朝
儀
」
「
七
十
夕
見
」
は
『
本
朝
文
粋
』
巻
四
・
五
に
収
め
ら
れ
る
大
江
匡
衡
「
為
入
道
大
相
国
謝
官
文
書
内
覧
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表
」
に
も
用
例
が
見
え
る
。
叔
孫
通
が
朝
儀
を
起
こ
し
、
周
公
旦
が
賢
材
を
採
用
し
た
故
事
に
拠
る
文
言
で
あ
る
。
ま
た
「
如
姫
旦
輔
成
王

臨
朝
、
同
虞
舜
代
嘉
帝
摂
政
」
は
、
姫
氏
周
公
旦
が
幼
主
成
王
を
補
佐
し
た
如
く
、
老
境
の
尭
帝
が
虞
舜
を
得
た
と
同
じ
よ
う
に
、
今
上
天

皇
が
老
境
に
至
る
ま
で
の
間
摂
録
も
長
く
朝
に
仕
え
ん
、

の
意
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
当
時
は
、
前
年
憲
仁
親
王
（
後
の
高
倉
天
皇
）
が
立
太
子
し
、
こ
の
年
二
月
に
は
平
清
盛
が
既
に
従
一
位
太
政
大
臣
に
昇
っ
た

状
況
に
あ
る
。
澄
憲
の
説
経
は
、
果
た
し
て
実
際
の
政
情
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
幼
帝
在
位
と
当
時
の
政
情
に
不
安
を

感
じ
て
い
た
は
ず
の
摂
関
家
と
の
関
わ
り
か
ら
見
て
ゆ
き
た
い
。

玉
葉

に
見
る
澄
憲
｜
承
安
三
年
最
勝
講
・
安
元
三
年
度
筆
御
八
講

澄
憲
の
最
勝
講
経
歴
は
仁
安
一
二
（
一
一
六
八
）
年
か
ら
承
安
三
（
一
一
七
二
一
）
年
ま
で
間
隙
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
記
録
に
残
ら
な
か
っ
た

の
で
は
な
く
、
実
際
に
出
仕
が
無
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
承
安
一
二
（
一
一
七
一
二
）
年
時
の
説
経
に
触
れ
よ
う
。
『
玉
葉
」
の
中

(9
) 

で
澄
憲
の
説
経
に
触
れ
た
、
確
認
し
得
る
最
も
早
い
例
が
こ
の
際
の
も
の
で
あ
り
、
兼
実
は
「
説
法
珍
重
云
々
」
と
言
っ
て
い
る
。

『
公
請
表
白
』5
の
説
経
本
文
で
、
「
廻
向
詞
」
に
当
た
る
部
分
で
は
、
高
倉
天
皇
の
若
く
し
て
賢
明
な
る
こ
と
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

る

「
鳳
暦
不
幾
徳
化
且
成
、
龍
顔
於
少
叡
哲
既
顕
。
所
謂
、
幼
自
聡
、
壁
文
学
於
九
流
。
賢
自
明
、鑑
理
乱
於
百
王
。
」

「
国
之
興
、
只
待
我
君
成
人
、
道
盛
只
期
君
政
化
。
人
情
既
如
此
、
仏
天
宜
知
見
休
見
」

天
皇
の
成
人
と
親
政
を
望
む
民
意
を
、
諸
天
諸
仏
も
請
け
引
き
給
え
、
と
祈
願
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
長
秋
宮
内
一
一
、
懐
日
夢
早
結
、
博
陸
門
ノ
下
、
藤
家
栄
是
久
」
と
し
て
、
「
藤
家
」
の
繁
栄
長
久
祈
願
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点

-29-(340) 



が
注
目
で
き
る

5

の
本
文
。
『
言
泉
集
」
で
の
該
当
箇
所
は
「
長
秋
宮
中
、
懐
日
夢
早
結
、
博
陸
門
下
威
風
勢
長
扇
」
〔
『
安

（
『
公
請
表
白
』

居
院
唱
導
集

上
巻
』
但
頁
〕
と
よ
り
一
般
的
な
表
現
で
あ
る
）0

高
倉
帝
は
当
時
十
三
歳
。
そ
の
前
年
に
平
徳
子
が
中
宮
と
な
り
、
清
盛
の
権
勢
が
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
時
で
あ
る
。

で
は
、

澄
憲
と
摂
関
家
と
の
関
係
は
こ
の
間
如
何
な
る
も
の
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
翌
承
安
四
（
一
一
七
四
）
年
三
月
八
日
関
白
家
法
華

八
講
結
願
講
師
の
記
事
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。

「
（
第
八
巻
の
説
法
・
論
議
が
終
わ
っ
て
結
願
の
儀
に
移
る
）
次
講
講
師
就
一
一
札
盤
一
惣
礼
、
講
師
澄
憲
僧
都
、
依
為
能
説
乱
次
被
点
結
願
講
師
云
々
、

読
師
覚
憲
律
師
、
（
中
略
）
次
説
法
、
神
也
妙
也
、
誠
是
富
瑠
之
再
誕
欺
、
抑
又
当
世
之
一
物
也
、
満
座
動
二
心
情

J
衆
人
驚
一
一
耳
目
一
次

論
義
、
問
者
覚
長
僧
都
、
問
答
共
優
美
、
又
足
催
感
興
」
（
『
玉
葉
』
承
安
四
年
三
月
八
日
条
）

「
依
レ
為
一
一
能
説
一
乱
レ
次
被
レ
点
一
一
結
願
講
師
一
云
々
」
と
は
、
予
定
さ
れ
て
い
た
次
第
に
拘
ら
ず
、
結
願
の
講
師
に
澄
憲
を
据
え
た
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
「
能
説
」
「
当
世
之
一
物
」
の
評
判
が
既
に
高
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
前
後
数
年
は
、
承
安
三
年
五
月
の
騒
乱
以
降
、
南
北
の
大
衆
蜂
起
が
世
を
騒
が
せ
た
時
期
で
あ
る
。

そ
の
後
六
月
・
七
月
の
最
勝
法

勝
両
寺
の
恒
例
御
八
講
に
は
、
南
都
の
僧
侶
は
公
請
が
差
し
止
め
ら
れ
た
。
七
月
に
は
多
武
峯
の
社
殿
が
焼
き
討
ち
さ
れ
、
」
れ
が
興
福
寺

衆
徒
の
手
に
拠
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
朝
廷
・
摂
関
家
は
対
応
に
追
わ
れ
た
。

し
か
し
そ
の
間
も
、

八
月
に
は
関
白
千
部
仁
王
経
供
養
が
行
な
わ
れ
、
澄
憲
は
惣
導
師
を
勤
め
て
い
る

（
『
玉
葉
』
承
安
三
年
八
月
七
日

条
）
。

平
安
遺
文
三
六
三
七
「
興
福
寺
僧
綱
等
申
状
案
」
（
承
安
三
年
十
月
）に
は
や
は
り
澄
憲
と
摂
関
家
と
の
関
わ
り
を
指
摘
す
る
箇
所
が
見

ら
れ
る
。
当
文
書
は
、
多
武
峯
紛
争
に
延
暦
寺
が
介
入
し
そ
れ
に
乗
じ
て
興
福
寺
領
を
押
領
し
た
こ
と
を
摂
関
家
に
憤
訴
す
る
も
の
で
あ
る
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が
、
叡
山
座
、
王
明
雲
を
非
難
す
る
旨
と
と
も
に
澄
憲
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。

「
又
如
一
一
風
間
一
者
、
近
来
召
斗
請
延
暦
寺
澄
憲
一
為
一
一
導
師
一
令
レ
供
斗
蚕
御
仏
一
之
問
、
引
一
一
天
台
相
似
之
妄
説
一
破
一
一
中
宗
了
義
之
正
法
一

夫
氏
神
所
レ
重
、
独
在
一
一
我
宗
一
為
一
一
人
之
長
者
一
争
不
レ
顧
一
一
神
鑑
一
子
」

該
当
す
る
法
会
・
説
法
は
未
だ
判
明
し
な
い
。
藤
家
が
氏
寺
と
す
る
興
福
寺
を
重
ん
じ
る
べ
き
こ
と
を
説
く
文
脈
だ
が
、澄
憲
が
摂
関
家

の
供
養
法
会
に
て
、
似
非
天
台
宗
の
妄
説
を
以
っ
て
法
相
宗
の
真
実
完
全
な
正
法
を
説
破
し
た
と
い
う
。
仏
事
に
お
け
る
説
経
で
あ
っ
て

も

こ
の
よ
う
に
政
治
的
力
学
の
中
で
表
明
さ
れ
又
、
聴
か
れ
た
面
も
あ
る
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

澄
憲
と
摂
関
家
の
関
わ
り
が
安
定
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
法
事
と
し
て
、
次
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
安
一
克
二
一
（
一
一
七
七
）
年
七
月
に
行

な
わ
れ
た
高
倉
天
皇
辰
筆
御
八
講
結
座
に
お
け
る
澄
憲
の
説
経
で
あ
る
。
前
年
に
高
倉
天
皇
の
母
建
春
門
院
が
没
し
、

一
周
忌
正
日
の
七
月

八
日
を
結
願
に
当
て
て
辰
筆
法
華
八
講
が
営
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
奉
行
す
べ
き
由
の
院
宣
が
兼
実
に
下
り
（
『
玉
葉
』
安
元
三
年
五
月

二
十
日
条
）
、
過
去
の
震
筆
八
講
の
例
（
天
暦
・
長
保
・
治
暦
・
長
治
）
を
鑑
み
つ
つ
、
僧
侶
数
、
仏
経
、
願
文
見
願
文
等
が
取
り
決
め
ら

れ
て
い
っ
た

（
『
玉
葉
』
同
五
月
二
十
五
日
条
、
六
月
二
十
一
・
二
十
二
日
条
な
ど
）
。

当
日
の
『
玉
葉
」
記
事
に
は
そ
の
旨
が
次
の
よ
う
に
記
き
れ
る
。

「
情
検
一
一
我
朝
之
旧
貫
一
被
レ
行
一
一
度
筆
法
華
八
講
一
之
例
四
ヶ
度
、
所
謂
天
暦
、
長
保
巳
上
泰
為
母
后
、
治
暦
奉
為
先
帝
、
長
治
奉
為
母
后
、
是

也
、
此
外
醍
醐
聖
主
延
長
三
年
奉
レ
為
二
母
后
一
雄
二
書
写
一
乗
一
不
レ
勤
コ
修
八
講
一
矢
、
今
度
一
向
可
レ
遵
斗
行
長
保
之
嘉
例
一
之
由
、

所
レ
被
一
一
仰
下
－
也
」

特
に
長
保
の
先
例
が
重
視
さ
れ
た
。
願
文
は
藤
原
永
範
が
作
成
し
て
い
る
。
そ
の
文
言
に
対
し
、
内
覧
の
際
に
関
白
か
ら
改
直
が
加
え
ら

れ
、
奏
院
の
際
に
は
後
白
河
院
も
文
言
の
変
更
を
求
め
た
。
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「
先
内
覧
之
処
、
有
レ
被
一
一
改
直
－
事
、
所
謂
博
陸
被
レ
書
一
一
開
結
経
等
一
之
所
、
載
レ
究
一
三
妙
一
之
由
、
尤
後
代
有
レ
恥
之
由
、
有
一
一
関
白

之
仰
一
因
レ
之
改
直
云
、
帰
一
一
十
妙
一
云
々
、

即
永
範
卿
当
座
令
レ
改
云
々
、
今
日
奏
院
之
処
、
仰
云
、雄
レ
須
一
一
亮
陰
之
後
心
閑
被
寸
行
、

依
二
態
敷
之
志
強
一
被
一
ム
心
行
一
之
由
可
レ
作

l

載
云
々
」
（
七
月
二
日
条
）

（
関
白
が
内
覧
の
際
、
文
言
を
改
直
す
る
事
が
あ
っ
た
。
所
謂
、
博
陸
が
開
結
二
経
を
書
写
す
る
等
の
所
で
、
「
究
二
妙
」
と
載
せ
て
あ

っ
た
部
分
を
、
後
代
の
恥
と
な
る
と
い
う
関
白
の
言
に
よ
っ
て
「
帰
十
妙
」
と
直
し
た
と
い
う
。
永
範
卿
は
そ
の
場
に
て
改
め
た
と
い

う
。
院
に
奏
覧
し
た
所
、
諒
閣
の
後
は
心
静
か
に
菩
提
を
弔
う
行
を
す
べ
き
で
は
あ
る
が
懇
志
が
強
い
故
に
急
ぎ
行
う
の
だ
、と
願
文

に
載
せ
る
べ
き
だ
と
仰
せ
ら
れ
た

ち
な
み
に
「
帰
十
妙
」
の
件
は
実
際
に
永
範
の
願
文
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
後
掲
）
。
院
に
対
し
、
兼
実
は
没
後
一
周
年
の
内
に
こ
れ

を
行
な
う
こ
と
は
先
例
に
適
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。

「
天
暦
長
保
皆
一
基
之
内
被
レ
行
レ
之
、
若
不
慮
之
外
過
ご
諒
闇
一
者
、
尤
可
レ
被
レ
載
一
一
延
引
之
由
緒
一
：
・
（
中
略
）
是
不
レ
知
斗
食
子
細
一

之
上
、
此
般
御
八
講
可
一
一
延
引
一
之
由
、

天
下
之
人
庶
ゴ
幾
之
一
云
々
、
其
趣
達
一
一
上
間
一
故
有
一
一
此
仰
一
敗
」
（
同
日
条
）

（
天
暦
・
長
保
の
先
例
は
み
な
一
周
忌
の
内
に
行
わ
れ
た
。
も
し
思
い
が
け
ず
諒
閣
の
期
間
を
過
ぎ
た
ら
ば
そ
の
時
は
延
引
の
訳
を
載

せ
る
べ
き
で
あ
る

0

・
：
院
は
子
細
を
知
ろ
し
め
さ
ず
、こ
の
よ
う
な
八
講
の
延
引
を
糞
う
天
下
の
声
が
耳
に
達
し
た
た
め
に
こ
う
仰
せ

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
）

と
院
の
意
向
に
批
判
的
で
あ
る
。
世
上
に
は
御
八
講
の
延
期
を
望
む
声
も
あ
っ
た
が
、
辰
筆
と
い
う
希
代
の
善
根
を
中
心
と
す
る
仏
事
で

あ
り
、
摂
関
家
は
力
を
尽
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
八
講
に
お
い
て
、

澄
憲
は
結
願
日
に
講
師
を
勤
め
た
。
説
法
は
見
事
な
も
の
で
あ
り
、
兼
実
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
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「
次
説
法
、
其
詞
絶
妙
、
問
者
莫
レ
不
一
一
感
歎
一
此
中
頗
有
レ
驚
一
一
耳
之
詞
一
所
謂
前
院
扶
政
之
問
、
四
海
安
然
、
彼
崩
御
之

一
天
無
為
、

後
、
世
上
不
レ
穏
、
就
中
近
日
民
心
不
一
一
安
心
一
道
路
只
以
レ
目
、
是
以
前
院
為
一
一
賢
妃
一
崩
後
弥
露
者
也
云
々
」
（
『
玉
葉
』
七
月
八
日

条
こ
の
傍
線
部
の
文
言
に
相
当
す
る
部
分
を
実
際
に
『
公
請
表
白
』
7

本
文
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
講
経
詞
略
之
」
と
注
が
あ
る
た

め
、
や
は
り
「
釈
経
」
の
後
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
亡
者
嘆
徳
、

入
滅
の
様
、
遺
徳
悲
歎
、
修
善
の
由
来
、
当
法
会
の

景
気
、
経
の
功
徳
、
等
の
内
容
を
述
べ
て
き
た
後
、
更
に
聖
霊
の
徳
を
述
べ
菩
提
祈
請
に
移
る
部
分
で
次
の
文
言
が
あ
る
。
『
拾
珠
抄
』
第

一
、
『
醍
醐
寺
三
宝
院
本
表
白
集
』
に
も
同
説
法
が
収
録
さ
れ
、

（
拾U
拾
珠
抄
、

や
や
異
な
る
為
、
校
異
を
下
段
に
挙
げ
た
。

一
一
一
日
醍
醐
寺

三
宝
院
本
表
白
集
）

『
公
請
表
白
』7
本
文

聖
霊
徳
化
、
夢
後
添
へ
光
ヲ

聖
霊
ノ
栄
耀
、
忌
内
ニ
増
色
。

其
故
者
、

扶
姑
射
政
イ
十
年
、

「
扶
姑
射
政
」
｜
拾
リ
扶
姑
射
遊
、
三
日
快
姑
射

四
海
全
無
事
、

「
政
十
年
」l
二
一
H
遊
十
季
四
海

一催
人三f

~~I 驚三二
リ）廻

「
渉
阻
」
｜
拾
H
渉
氾
、
二
一
日
渉
此

「
一
人
頗
」
｜
拾
・
三
日
一
天
既
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人
知
之
否
、

「
人
知
之
否
」i
拾
・
三
日
人
知
之
否
、
世
悟
之
不

百
寮
歳
口
、
道
路
以
目
。
」

（
聖
霊
の
徳
化
・
栄
耀
は
亡
く
な
っ
て
後
に
一
層
光
を
増
し
色
を
増
し
て
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ
の
わ
け
は
、
仙
院
の
政
治
を
補

佐
し
た
十
年
間
は
天
下
四
海
は
平
穏
で

（
「
渉
阻
」の
語
句
の
意
不
詳
）
二
年
間
の
悲
し
み
は
天
皇
を
驚
か
せ
た
。
人
民
は
知
っ
て
い

る
や
否
や

〔
世
中
は
悟
っ
て
い
る
や
否
や
〕
、
官
吏
た
ち
は
口
を
つ
ぐ
み
、天
下
は
目
配
せ
を
し
合
っ
て
い
る
こ
と
を
。
）

「
歳
」

の
訓
読
は
『
拾
珠
抄
」
・
『
醍
醐
寺
三
宝
院
本
表
白
集
』
に
従
っ
た
。
兼
実
も
取
り
上
げ
て
い
る
「
道
路
以
目
」
は
、

の
「
ツ
グ
ム
」

『
国
語
』
「
周
語
上
」
に
典
拠
が
求
め
ら
れ
、
属
王
の
横
暴
に
よ
り
人
々
は
も
の
言
わ
ず
目
で
意
を
通
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
故
事
を
指

す
。両

者
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
現
存
す
る
説
法
の
本
文
が
当
日
語
ら
れ
た
も
の
と
異
な
る
の
か
、
兼
実
の
言
が
説
法
を
独
自
に
解
釈
し
た
も

の
な
の
か
判
断
し
か
ね
る
が
、
「
百
寮
歳
口
、
道
路
以
目
」
と
は
、
世
に
密
や
か
な
批
判
が
満
ち
て
い
る
意
で
あ
る
。
ま
た
、

亡
き
建
春
門

院
の
徳
が
、
そ
の
没
後
に
世
が
乱
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
説
的
に
証
明
き
れ
る
と
い
う
論
法
は
、
追
善
供
養
に
お
け
る
亡
者
の
遺
徳
讃

嘆
に
し
て
は
特
異
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
政
変
｜
｜
所
謂
鹿
ケ
谷
の
陰
謀
と
、
叡
山
座
主
明
雲
の
配
流
な
ど
ー
ー
が
打
ち
続
い
て
い
た

安
元
三
年
、
前
述
の
御
八
講
延
引
を
望
む
声
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
併
せ
る
と
、
追
善
供
養
と
い
う
性
格
の
説
法
で
は
あ
る
が
、
構
成
要
素

で
あ
る
亡
者
嘆
徳
を
媒
介
に
、
詞
章
の
内
に
世
情
を
留
め
よ
う
と
す
る
澄
憲
の
意
図
を
読
み
取
り
た
く
考
え
る
。

更
に
注
目
し
た
い
の
は

こ
の
法
会
が
四
代
の
先
例
、
特
に
長
保
の
例
を
重
ん
じ
て
行
な
わ
れ
た
事
を
、
説
経
中
に
取
り
入
れ
て
い
る
部

分
で
あ
る
。
説
経
が
願
旨
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
が
、
先
例
の
勝
燭
に
倣
う
こ
と
へ
の
単
純
な
讃
美
の
み
で
は
な
い
。

修
善
の
由
来
と
写
経
の
功
徳
を
述
べ
る
く
だ
り
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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「
至
無
量
普
賢
両
経
者
、
成
レ
ハ
博
陸
太
閤
之
合
力

昔
南
面
一
一
摂
行
ン
テ
朝
政
、
相
同
姫
旦
之
古
風
、

今
此
闘
助
成
ス
君
善
、
不
異
長
保
之
旧
跡

四
海
舟
揖
之
用
、
酌
法
水
添
流
、

万
機
塩
梅
之
勤
、
調
醍
醐
斗
増
リ
味
ヲ

実
ニ
可
哉
、

伏
聞
ニ
、

長
保
旧
例
、

或
ハ
命
外
戚
左
相
写
之
、
依
戚
里
之
親
族
也

或
説
中
書
大
王
書
り
ム
之
、

各
非
無
一
一
ハ
故
於
不
如
今
、

以
筆
跡
之
真
仙
也
、

故
如
何
者
、

助
ニ
ハ
孝
行
一
如
以
ス
節
、
故
撰
国
家
之
良
佐
寸
、

修
白
業
只
須
丹
誠
、
故
雇
ト
ゥ
仏
法
之
大
檀
、

君
臣
一
誠
、
成
十
軸
之
妙
文
、

自
他
同
心
、
満
一
部
之
繕
写
イ

宣
不
叶
誠
諦
之
実
語
ニ
乎
、

「
此
闘
」l
拾
・
コ
7
u北
闘

「
塩
梅
」
｜
拾H
鑑
梅
、
三
日
塩
海

「
長
保
旧
例
」
｜
拾
・
一
二
日
長
保
昔

「
左
相
」
｜
拾
日
古
相

「
真
仙
」
｜
二
一
日
真
仏

「
於
」
｜
拾
・
コ
干
猶

「
故
如
何
者
」
｜
拾
・
三
日
其
故
者

「
如
」
｜
拾H
必
、
「
節
」
｜
拾
・
コ
干
忠
節

「
須
丹
誠
」l
拾
リ
横
母
誠

「
心
」
｜
拾
・
コτ
志
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「
誠
諦
之
実
語
」l
拾
N

聖
悟
之
誠
諦
、
三
日
聖
語
誠
諦
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寧
不
成
広
大
之
善
因
子
」

「
寧
不
成
広
大
之
善
因
子
」
｜
拾
リ
抑
又
円
満
我
后
之
御

一
一
日
抑
又
円
満
我
君
御
願
者
也

（
無
量
普
賢
の
開
結
二
経
に
至
っ
て
は
、
関
白
摂
政
が
力
を
合
わ
せ
て
書
写
が
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
南
面
の
天
子
の
朝
政
を
補
佐
し

た
昔
は
周
公
旦
の
例
に
同
じ
で

い
ま
〔
北
閥
〕
し
て
君
子
の
善
根
を
助
け
る
こ
と
は
長
保
の
例
と
同
じ
で
あ
る
。
（
普
段
は
）

の
舟
の
揖
を
取
っ
て
補
佐
す
る
の
に
対
し
、
今
は
法
の
水
を
汲
ん
で
（
功
徳
の
）
流
れ
を
添
え
、
（
常
時
は
）
政
治
の
塩
梅
を
調
和
す

る
勤
め
に
対
し
、
こ
こ
で
は
醍
醐
の
味
を
調
え
（
善
根
の
）
味
を
増
す
。
ま
こ
と
に
善
き
こ
と
で
あ
る
。
ほ
の
か
に
聞
く
と
こ
ろ
で

は
、
長
保
の
旧
例
で
は
左
大
臣
が
外
戚
た
る
故
を
以
っ
て
、
ま
た
中
書
王
が
達
筆
た
る
の
故
を
以
っ
て
、
書
写
の
任
に
あ
た
っ
た
と
い

う
。
そ
れ
も
故
無
き
事
で
は
な
い
が
、
〔
や
は
り
〕
今
度
の
よ
う
な
例
に
は
如
く
ま
い
。そ
の
訳
は
、
孝
行
を
助
け
る
の
に
は
忠
節
が

必
要
で
あ
る
た
め
国
家
で
尤
も
良
臣
を
選
ぴ
、
善
い
行
い
を
修
め
る
に
は
た
だ
真
心
を
尽
す
べ
き
で
あ
る
た
め
仏
法
の
護
摩
壇
を
請
じ

て
、
君
臣
誠
の
心
を
一
つ
に
し
自
他
と
も
に
志
を
同
じ
く
し
て
、
十
巻
一
部
の
写
経
を
成
し
遂
げ
た
か
ら
で
あ
る
。ど
う
し
て
知
来
真

実
の
言
葉
に
叶
わ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
広
大
な
廻
向
の
為
の
善
因
と
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
）

永
範
の
願
文
で
対
応
す
る
箇
所
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
至
子
無
量
義
経
、
観
音
普
賢
経
等
者
、
今
博
陸
閣
下
、
令
奉
書
写
之
。
外
扶
万
機
、以
輸
臣
忠
。
内
帰
十
妙
、
以
輿
朕
善
者
也
。
抑

伏
窺
旧
記
、
情
廻
沖
襟
、
遠
則
延
喜
天
暦
之
聖
主
、
近
又
長
保
長
治
之
明
、
玉
、
皆
為
母
后
聖
霊
、
自
写
金
字
花
文
、
朕
追
彼
四
代
之
勝

崎
、
書
此
一
部
之
妙
経
。
」
（
『
本
朝
文
集
』
巻
第
六
十
）

澄
憲
の
説
経
は
結
願
講
師
の
も
の
で
あ
る
故
、
願
文
に
対
応
す
る
形
で
、
無
量
義
経
・
観
普
賢
経
の
開
結
二
経
の
書
写
に
つ
い
て
述
べ
る

が
、
先
例
と
対
比
さ
せ
て
今
回
の
法
会
の
素
晴
ら
し
き
を
強
調
す
る
方
法
で
、
よ
り
強
く
君
臣
一
体
観
を
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
兼
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天
子
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実
の
奉
行
・
摂
関
家
の
主
体
性
が
働
い
た
当
法
会
の
輪
郭
に
、
澄
憲
も
寄
り
添
う
形
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
君
臣
一
体
の
強
調
は
、
亡
者
の
菩

提
祈
願
と
い
う
追
善
供
養
法
会
と
し
て
の
主
旨
か
ら
は
や
や
離
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
講
離
は
「
善
因
」
へ
と
収
敬
さ
れ
て
ゆ

同
講
に
お
け
る
講
師
の
表
白
・
説
経
と
し
て
、
開
白
を
勤
め
た
公
顕
権
僧
正

の
表
白
と
、
第
六
座
講
師
の
弁
暁
権
律
師
（
東

（
延
暦
寺
）

大
寺

の
説
経
と
が
残
っ
て
い
る
が

そ
こ
で
の
「
長
保
の
例
」
「
四
代
の
先
例
」
へ
の
触
れ
方
を
対
照
さ
せ
て
み
よ

（
『
拾
珠
抄
』
第
二
、

つ

「
我
君
、
修
速
証
菩
提
之
勝
因
、
資
奉
聖
霊
得
脱
之
覚
路
思
召
、
尋
古
風
於
延
喜
天
暦
之
聖
代
、
訪
勝
燭
於
長
保
長
治
之
明
時
、
」
（
公

顕
の
開
白
）

「
昔
長
治
聖
主
奉
為
先
后
書
震
筆
金
泥
御
経
己
来
」
（
同
右
）

「
是
延
喜
天
暦
長
保
長
治
聖
代
、
雄
尋
跡
、
香
花
幡
蓋
講
経
論
義
叡
慮
、
新
動
誠
」
（
弁
暁
の
説
経
）

「
伏
尋
旧
例
、
我
朝
醍
醐
天
王
以
後
奉
為
母
后
神
筆
写
経
、
其
例
雄
及
四
代
、
事
之
速
疾
、
儀
之
厳
重
、
只
在
天
暦
一
代
。
：
・
（
ほ
か

の
三
代
に
は
震
筆
の
巻
数
が
少
な
い
な
ど
の
欠
点
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
後
で
）
而
我
后
今
御
願
、独
同
彼
天
暦
之
例
、
六
万
九
千
之

文
字
、
終
天
筆
於
八
軸
之
問
、
四
日
八
座
之
講
論
、
開
斎
会
於
一
周
之
内
。
」
（
同
右
）

先
例
を
、
｛
辰
筆
と
の
関
係
上
の
み
に
お
い
て
引
く
態
度
で
あ
り
、
弁
暁
は
「
長
保
」
に
さ
え
拘
ら
ず
、

む
し
ろ
震
筆
の
実
際
を
重
視
し

「
天
暦
」
を
例
証
に
用
い
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

ま
た
、

澄
憲
の
説
法
だ
が
、
末
尾
の
祈
請
の
部
分
で
も
、
「
余
慶
」
に
つ
い
て
「
五
代
の
先
例
」
を
用
い
て
述
べ
る
。

「
積
善
家
ニ
ハ
必
有
余
慶
、
化
功
定
帰
ム
巳

「
己
」l
拾
日
己
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君
久
政
化

世
致
ム
泰
平
寸

抑
以
神
筆
写
妙
イ
、
設
斎
会
イ
修
報
思
者
、

延
喜
天
暦
長
保
治
暦
長
治
五
代
也
、

検
彼
五
代
御
宇
寸
、
皆
余
マ
リ
廿
年
ニ
、
継
体
子
今
、

無
ン
絶
居
、

是
久
誇
ム
帝
徳
一
一
一
、
代
々
自
然
有
ル
此
御
願
欺

又
不
知
依
修
此
御
願
、
代
々
久
聖
位
イ
欺

我
君

列
五
代
勝
間

写
一
乗
之
真
文
、

不
欲
追
前
縦
、
離
別
／
悲
忽
至
ル

不
欲
従
旧
例
一
一
、
報
思
誠
白
至
ル

然
又
依
テ
此
善
因
一
一
一
、

不
思
久
在
位
御
運
、

(331) 

「
継
体
子
今
無
絶
居
」
｜
拾
リ
継
体
可
今
無
絶
別

一
一
一
U

継
体
子
今
無
絶
若

「
依
修
此
御
願
」
｜
拾
H

此
至
孝
御
願
、

「
聖
位
」
｜
拾
・
二
一
リ
聖
運

「
我
君
」
｜
拾H
我
聖
皇
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「
真
文
」l

拾
・
二
一
日
真
典

「
報
思
」l
拾
・
二
一
川
報
徳

「
自
至
然
又
」
｜
拾
H

自
成
然
又

一
一
リ
自
成
又

「
在
位
御
運
」
｜
拾
・
コ
干
聖
運



不
楽
繁
継
林
ノ
貴
種
イ

「
継
鉢
貴
種
其
運
白
久
其
胤
暗
多
欺
」

其
運
自
久
、
其
胤
暗
多
欺
、
」

ー
拾
・
二
一
日
継
体
之
胤
不
絶
者
欺
」

（
善
根
を
積
む
家
に
は
必
ず
慶
事
が
あ
り
、
功
徳
は
〔
己
〕
に
帰
る
も
の
だ
。
帝
王
の
政
治
は
久
し
く
、
世
は
泰
平
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
震
筆
八
講
の
報
思
は
、
か
の
先
例
の
五
代
を
検
証
す
る
に
、
す
べ
て
二
十
年
以
上
の
在
位
で
あ
り
世
継
ぎ
は
絶
え
な
い
。
帝

王
の
徳
が
長
い
代
々
に
は
お
の
ず
と
こ
の
御
願
が
あ
っ
た
の
か
、
」
の
御
願
を
修
す
る
に
よ
っ
て
久
し
き
帝
位
を
得
た
の
か
。
我
が
君

は
五
代
の
善
い
先
例
に
倣
い
真
実
の
経
文
を
書
写
し
た
。
前
例
を
追
う
つ
も
り
で
は
な
い
が
母
后
に
離
別
す
る
悲
し
み
に
遇
っ
た
。

例
に
従
お
う
と
は
し
な
く
て
も
母
思
〔
徳
）
に
報
い
る
誠
志
は
こ
こ
に
お
の
ず
と
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
又
こ
の
善
因
に
よ
っ

て
、
望
ま
な
く
と
も
聖
位
の
運
は
自
ず
か
ら
長
く
、
世
継
ぎ
の
王
胤
は
ひ
そ
か
に
多
い
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
）

「
五
代
の
勝
燭
」
に
つ
い
て
は
、
先
に
挙
げ
た
『
玉
葉
』
七
月
五
日
条
に
あ
る
通
り
、

醍
醐
帝
が
母
后
の
為
に
経
を
書
写
し
た
も
の
の
八

講
は
営
ま
な
か
っ
た
例
を
、

天
皇
の
在
位
長
久
と
胤
子
の
繁
栄

澄
憲
も
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
｛
辰
筆
と
い
う
修
善
が
拠
っ
た
先
例
を
、

を
も
表
す
と
い
う
面
か
ら
捉
え
な
お
し
た
展
開
で
あ
る
。
先
の
君
臣
一
体
観
と
も
呼
応
し
て
お
り
、

亡
者
菩
提
祈
願
と
と
も
に
、
巧
み
に
高

倉
天
皇
の
王
位
安
泰
を
も
表
明
し
て
い
る
。
先
例
に
新
た
な
意
味
を
見
出
し
付
加
し
つ
つ
進
め
る
論
理
の
巧
み
き
は
、
法
会
の
意
味
を
帝
王

と
摂
関
家
の
関
係
上
に
位
置
づ
け
る
為
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

四

結
び
に
か
え
て

澄
憲
の
説
経
は
、
表
現
の
豊
富
き
の
上
に
、
法
会
の
お
か
れ
た
現
実
を
い
か
に
把
握
し
映
し
取
る
か
、
と
い
う
点
に
長
け
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
説
経
の
段
落
構
成
な
ど
既
成
の
枠
組
を
有
し
な
が
ら
も
、

よ
り
臨
場
感
の
あ
る
現
状
に
即
し
た
文
言
を
用
い
、
法
会
の
意 口

u
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味
づ
け
を
明
確
に
し
て
ゆ
く
。
後
の
治
承
年
間
に
な
る
と
、
「
説
法
之
中
多
吐
世
上
不
可
」
（
「
玉
葉
』
治
承
五
年
四
月
三
十
日
条
）
と
評
き

れ
る
よ
、
つ
に
、
明
ら
か
に
合
戦
の
世
と
政
治
に
触
れ
た
批
判
的
表
現
が
現
れ
る
が
、
そ
の
萌
芽
は
高
倉
天
皇
在
位
中
か
ら
見
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
。
摂
関
家
と
皇
室
の
和
合
と
い
う
旧
体
制
を
護
持
し
よ
う
と
す
る
天
台
僧
侶
本
来
の
姿
を
表
し
な
が
ら
、
不
穏
な
世
情
を
も
詞
章
世

界
の
内
に
組
み
入
れ
、
世
の
流
れ
を
説
法
の
場
に
お
い
て
象
ろ
う
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
後
白
河
院
と
の
関
係
を
措
い
て
は

澄
憲
説
経
の
批
判
性
に
つ
い
て
言
及
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
期
間
内
に
は
、
か
の
有
名
な
承
安
四
（
一
一
七
四
）
年
最
勝
講
講
師
祈
雨
の
際
の
説
経
が
あ
っ
た
。
こ
の
説
経
に
つ

い
て
は
既
に
注
5

大
島
薫
氏
論
文
に
よ
っ
て
考
察
が
な
き
れ
て
い
る
が
、
説
経
中
の
引
用
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
「
本
朝
文
粋
』

（
叩
）

巻
二
に
収
め
ら
れ
る
三
善
清
行
「
意
見
十
二
箇
条
」
と
の
文
言
の
一
致
で
あ
る
。

「
公
請
表
白
』
6

本
文

「
・
・
何
況
、
欽
明
之
代
、
仏
法
初
渡
此
朝
、
推
古
依
頼
、
此
教
盛
行
。
降
及
聖
武
天
皇
御
宇
、
弥
盛
尊
重
。
其
堂
宇
之
崇
、
仏
像
之
大
、

敢
非
人
力
之
為
、
有
如
鬼
神
之
製
。
上
自
群
公
卿
公
、
下
至
諸
国
禁
民
、
競
捨
田
園
、
施
仏
陀
、
争
傾
財
産
、
悉
奉
三
宝
。
不
修
仏
事

者
、
不
為
生
類
、
不
立
堂
塔
者
、
不
列
人
数
。
国
風
俗
習
、
久
積
深
馴
。
近
白
畿
内
遠
及
畿
外
、
一
国
団
地
、
帝
皇
進
止
少
皆
為
三
宝

之
地

九
州
正
税
、
国
家
用
途
不
幾
併
宛
仏
界
之
供
」

『
本
朝
文
粋
』
「
意
見
十
二
箇
条
」
本
文

「
・
・
既
而
欽
明
天
皇
之
代
、
仏
法
初
伝
本
朝
、
推
古
天
皇
以
後
、
此
教
盛
行
。
上
自
群
公
卿
士
、下至
諸
国
繋
民
、
無
建
寺
塔
者
、
不

列
人
数
。
故
傾
尽
資
産
、
興
造
浮
図
。
競
捨
田
園
、
以
為
仏
地
、
多
買
良
人
、
以
為
寺
奴
。
降
及
天
平
、
弥
以
尊
重
、
遂
傾
田
園
、
多
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建
大
寺
。
其
堂
宇
之
崇
、
仏
像
之
大
、
工
巧
之
妙
、
荘
厳
之
奇
、
有
如
鬼
神
之
製
、
似
非
人
力
之
為
。
又
令
七
道
諸
国
建
国
分
二
寺
。

造
作
之
費
、
各
用
其
国
正
税
。
於
是
天
下
之
費
、
十
分
而
五
。
」

澄
憲
説
経
は
こ
の
後
諸
国
の
仏
地
大
寺
を
延
々
と
列
挙
し
、
仏
土
と
し
て
の
日
本
を
位
置
づ
け
て
ゆ
く
文
脈
に
あ
る
が
、
こ
の
「
意
見
十

二
箇
条
」
の
国
税
用
途
批
判
が
暗
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
島
氏
論
文
に
よ
る
と
、こ
の
際
の
勧
賞
に
対

し
て
後
白
河
院
は
難
色
を
示
し
た
と
い
う
。
院
は
当
時
熊
野
詣
を
繰
り
返
し
、
折
し
も
前
年
に
は
最
勝
光
院
が
落
成
供
養
さ
れ
て
も
い
た
。

法
皇
に
対
す
る
批
判
と
考
え
る
に
は
い
ま
だ
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
後
白
河
院
と
澄
憲
の
関
係
も
、
よ
り
多
角
的
に
捉
え
る
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
、
っ
か
。

本
稿
で
は
、
安
元
年
間
以
前
の
公
請
仏
事
に
お
け
る
説
経
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
、
摂
関
家
側
か
ら
の
澄
憲
評
と
対
照
を
試
み
た
。
彼
の

生
涯
に
わ
た
っ
て
の
、
法
会
の
種
類
の
別
と
そ
こ
に
お
け
る
詞
章
の
定
型
に
つ
い
て
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
他
日
を
期
し
た
い
。
王

権
・
摂
関
家
に
対
し
て
の
仏
法
・
天
台
宗
の
位
置
を
視
野
に
入
れ
、
澄
憲
の
作
文
の
方
法
・
意
図
を
さ
ら
に
探
っ
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
。

※ 

引
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
も
の
を
用
い
た
。
『
玉
葉
』
『
平
安
遺
文
』
に
つ
い
て
は
私
に
返
り
点
を
施
し
た
。

『
公
請
表
白
』
｜
「
安
居
院
唱
導
資
料
纂
輯
（
六
）
」
（
『
国
文
学
研
究
資
料
館
調
査
研
究
報
告
』
口
（
平
成

8

）
／
『
言
泉
集
』
｜
「
安
居
院
唱

導
集
上
巻
』
（
角
川
書
店
昭
和
必
）
／
『
玉
葉
』
｜
国
書
寮
叢
刊
／
『
拾
珠
抄
』
｜
天
台
宗
全
書
二
O
／
『
醍
醐
寺
三
宝
院
本
表
白
集
』

｜
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
大
正
三
年
謄
写
本
／
『
本
朝
文
粋
』
i

新
日
本
古
典
文
学
大
系

、
王

多
賀
宗
隼
「
称
名
寺
所
蔵
金
沢
文
庫
保
管
轄
法
輪
抄
に
つ
い
て
」
（
「
金
沢
文
庫
研
究
』
8
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2 

阿
部
泰
郎
「
唱
導
に
お
け
る
説
話
l

私
案
抄
｜
」
（
『
説
話
と
儀
礼
』
桜
楓
杜

小
峯
和
明
「
表
白
」
（
『
仏
教
文
学
講
座
』8

勉
誠
社
平
成

7

）

村
上
美
登
志
「
説
話
と
唱
導
l

『
草
案
集
』
所
収
の
「
天
台
大
師
表
白
」
を
中
心
に
l

」
（
『
講
座
日
本
の
伝
承
文
学4

話
〉
の
世
界
』
三
弥
井
書
店
平
成
8

）
等

注
2

阿
部
論
文
で
指
摘
さ
れ
た
、
信
承
「
法
則
集
』
「
凡
説
法
者
、
総
三
段
也
。
表
白
正
釈
施
主
段
也
」
。

牧
野
淳
司
「
『
安
極
玉
泉
集
』
解
題
」
（
『
真
福
寺
善
本
叢
刊
4

中
世
唱
導
資
料
集
』
臨
川
書
店
平
成
ロ
）

大
島
薫
「
安
居
院
澄
憲
の
〈
説
法
〉
！
承
安
四
年
宮
中
最
勝
講
に
お
け
る
勧
賞
を
め
ぐ
っ
て
l

」
（
「
仏
教
文
学
』M

平
成
ロ
）

山
崎
誠
「
『
法
華
経
古
注
釈
集
』
総
説
」
（
「
真
福
寺
善
本
叢
刊2

法
華
経
古
注
釈
集
』
臨
川
書
店
平
成
ロ
）
等
に
お
い
て
も
術
語
の

定
義
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

山
崎
誠
「
澄
憲
略
年
譜
」
（
『
国
文
学
研
究
資
料
館
調
査
研
究
資
料
報
告
』
ロ
平
成
3

）

阿
部
泰
郎
「
唱
導
に
お
け
る
説
経
と
説
経
師
l

澄
憲
「
釈
門
秘
鎗
』
を
め
ぐ
り
て
｜
」
（
『
伝
承
文
学
研
究
』
必
平
成8
）

九
条
兼
実
の
『
玉
葉
』
に
お
け
る
最
勝
講
の
記
事
に
は
、
証
誠
・
講
師
・
聴
衆
の
僧
侶
名
が
お
お
む
ね
毎
年
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
彼
の
不

参
は
確
か
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
東
大
寺
宗
性
の
『
春
華
秋
月
抄
草
』
第
十
一
（
寛
元
三
年
五
月
の
奥
書
を
持
つ
）
冒
頭
部
分
に
、
澄
憲
・
弁

暁
・
貞
慶
の
最
勝
講
の
経
歴
記
事
が
あ
り
年
時
・
第
何
座
の
勤
仕
・
僧
綱
を
記
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。

「
玉
葉
』
で
の
表
記
は
「
証
憲
」
だ
が
、
（
注
6

）
東
大
寺
宗
性
の
『
春
華
秋
月
抄
草
』
第
十
一
に
「
澄
憲
最
勝
講
参
・
：
承
安
三
年
第
二
座
一

権
少
宝
仙
」
と
見
え
、
『
公
請
表
白
』5
に
も
「
承
安
三
年
高
倉
院
御
宇
初
参
第
二
座
」
と
あ
る
た
め
、
澄
憲
の
こ
と
と
見
て
よ
か
ろ

う
と
と
考
え
る
。

既
に
大
曽
根
章
介
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
『
本
朝
文
粋
』
と
『
平
家
物
語
』
」
（
『
共
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
』

9

「
三
善
清
行
の
「
意
見
封
事
」
」
（
『
歴
史
教
育
」
昭
和
叫
）
。

42-

刀
コ
n
u
－
－

w
町
禾
’
p
o

(327) 

散
文
文
学
〈
説

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 9 10 

日召

和
40 


